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自転車の交通安全教育の充実化に向けた官民連携協議会

このガイドラインは「自転車の交通安全教育の充実化に向けた官民連携協議会」にお
いて策定しました。

本協議会は、従来の自転車の交通安全教育を抜本的に見直すとともに、交通安全教育
に関する研究成果や科学技術の進展を踏まえた手法を取り入れ、自転車の交通安全教育
の充実・深化を図ることにより、自転車の交通秩序を整序化し、もって安全・安心で快
適な交通社会の実現に寄与することを目的としています。関係省庁や地方公共団体のほ
か、自転車の販売事業者や振興団体、交通安全教育を実施している民間事業者等を構成
員として、令和６年７月に第１回の協議会を開催し、ガイドラインについて検討してき
ました。

このガイドラインは、本協議会に参画する関係機関等の自転車の交通安全教育に関す
る知見や経験を取り入れたものであり、このガイドラインが自転車の交通安全教育に関
わる方々に活用され、自転車の安全・安心な利用が一層進むことを期待しています。

本協議会は、引き続き、官民連携と自転車の交通安全教育についての情報共有の拠点
として活動することとしています。
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